
第１節

障害のある子供の教育・育成に関する施策

１．特別支援教育の充実

（１）特別支援教育の概要
　障害のある子供については、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立や社会参加に必要な
力を培うため、一人一人の教育的ニーズに応じ、多様な学びの場において適切な指導を行うと
ともに、必要な支援を行う必要がある。現在、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、障
害に応じた特別の指導（いわゆる「通級による指導」（※１））においては、特別の教育課程や少
人数の学級編制の下、特別な配慮により作成された教科書、専門的な知識・経験のある教職員、
障害に配慮した施設・設備等を活用して指導が行われている。近年、特別支援学校に在籍する
幼児児童生徒の障害の重度・重複化が進んでおり、一層きめ細かな支援体制の整備が求められ
ている。特別支援教育は、発達障害も含めて、特別な支援を必要とする子供が在籍する全ての
学校において実施されるものであり、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒に対しても、
合理的配慮の提供を行いながら、必要な支援を行う必要がある。
　平成19（2007）年に特別支援教育が本格的に実施されてから10年が経過し、平成29（2017）
年５月１日現在、特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級の在籍者並びに通級による指導
を受けている幼児児童生徒の総数は約49万人となっており、増加傾向にある。このうち義務教
育段階の児童生徒については、全体の約4.2％に当たる約41万７千人である。
　平成30（2018）年度から開始した障害者基本計画（第４次）においては、基本的考え方とし
て、共生社会の実現に向け、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り共に教育を受ける
ことのできる仕組みの整備を進めるとともに、障害に対する理解を深めるための取組を推進す
ること等を掲げた。
　具体的には、個別の指導計画や個別の教育支援計画の活用を通じた、全ての学校における特
別支援教育の充実、障害に対する理解や交流及び共同学習の推進、学校における外部人材の活
用、医療的ケアや長期入院に係る教育機会確保、障害者の生涯を通じた多様な学習活動の充実
について、記載を充実させている。また、小・中・高等学校等において通級による指導を受け
ている児童生徒数を毎年増加させていくことや、現状の体制整備状況を踏まえ、校内委員会の
設置率や特別支援教育コーディネーターの指名率等の特別支援教育を行うための体制の整備及
び必要な取組を全て行っている幼・小・中・高等学校等の割合をおおむね100％にすることな
どを数値目標として盛り込んでいる。

※１：通級による指導
　　　 小・中学校の通常の学級に在籍し、言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（LD）・注意欠陥多

動性障害（ADHD）などのある児童生徒を対象として、主として各教科などの指導を通常の学級で行いながら、
障害に基づく学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な特別の指導を特別の場で行う教育形態である。なお、
平成30年度より、高等学校等においても通級による指導が開始された。
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（２）多様な学びの場の整備
ア　特別支援教育に関する指導の充実
①　特別支援学校等における教育
　障害のある子供には、特別支援学校や小・中学校の特別支援学級、通級による指導といっ
た多様な学びの場が提供されている。
　幼稚園、小・中・高等学校における特別支援教育については、学習指導要領等において、
個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成するなど個々の児童生徒等の障害の状態等に
応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的・組織的に行うこととしている。平成29（2017）
年４月に新特別支援学校小学部・中学部学習指導要領を公示し、①重複障害者である子供
や知的障害者である子供の学びの連続性、②障害の特性等に応じた指導上の配慮の充実、
③キャリア教育の充実や生涯学習への意欲向上など自立と社会参加に向けた教育等を充実
させた。また、新特別支援学校学習指導要領等の円滑な実施のため、学習指導要領の趣旨
を踏まえた教育課程の編成や、一人一人の障害の状態等に応じた指導方法の改善・充実に
ついて、先導的な実施研究を実施した。
　通級による指導については、高等学校段階において、小・中学校等のような通級による
指導が制度化されていなかったことから、高等学校における特別支援教育の推進に関する
調査研究協力者会議において高等学校における通級による指導の制度化に向けた検討を行
い、平成28（2016）年に関係する省令改正等を行った上で、平成30（2018）年度から開始
することとした。

資料：文部科学省
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　障害のため通学して教育を受けることが困難な幼児児童生徒に対しては、教師を家庭、
児童福祉施設や医療機関等に派遣して教育（訪問教育）を行っている。平成29年５月１日
現在、小学部1,240人、中学部782人、高等部806人の児童生徒が、この訪問教育を受けている。
②　障害のある児童生徒の教科書・教材の充実
　特別支援学校の児童生徒にとっては、その障害の状態等によっては、一般に使用されて
いる検定教科書が必ずしも適切ではない場合があり、特別な配慮の下に作成された教科書
が必要となる。このため、文部科学省では、従来から、文部科学省著作の教科書として、
視覚障害者用の点字版の教科書、聴覚障害者用の国語（小学部は言語指導、中学部は言語）
及び音楽の教科書、知的障害者用の国語、算数（数学）及び音楽の教科書を作成している。
　なお、特別支援学校及び特別支援学級においては、検定教科書又は文部科学省著作の教
科書以外の図書（いわゆる「一般図書」）を教科書として使用することができる。
　また、文部科学省においては、拡大教科書など、障害のある児童生徒が使用する教科用
特定図書等（※２）の普及を図っている。
　具体的には、できるだけ多くの弱視の児童生徒に対応できるよう標準的な規格を定めるな
ど、教科書発行者による拡大教科書の発行を促しており、平成29（2017）年度に使用された、
小・中学校の学習指導要領に基づく検定教科書に対応した標準規格の拡大教科書は、ほぼ
全点発行されている。また、教科書発行者が発行する拡大教科書では学習が困難な児童生
徒のために、一人一人のニーズに応じた拡大教科書などを製作するボランティア団体などに
対して、教科書デジタルデータの提供を行っている。このほか、通常の検定教科書におい
て一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な発達障害等のある児童生徒に
対しては、教科書の文字を音声で読み上げるとともに、読み上げ箇所がハイライトで表示さ
れるマルチメディアデイジー教材等の音声教材がボランティア団体等により製作されてお
り、文部科学省においても必要な調査研究等を行うなど、その普及推進に努めている。
　さらに、障害のある児童生徒の情報活用能力を育成するとともに、障害を補完し、学習
を支援する補助手段として、情報通信技術（ICT）などの活用を進めることが重要である
ことから、企業・大学等が学校・教育委員会等と連携して行う、ICTを活用した教材など、
児童生徒の障害の状態等に応じた使いやすい支援機器等教材の開発の支援を実施した。

※２： 教科用特定図書等
　　　 視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため検定教科書の文字、図形等を拡大して複製した図書

（いわゆる「拡大教科書」）、検定教科書を点字により複製した図書（いわゆる「点字教科書」）、その他障
害のある児童生徒の学習の用に供するために作成した教材であって検定教科書に代えて使用し得るもの。

③　学級編制及び教職員定数
　公立の特別支援学校及び小・中学校の特別支援学級においては、障害の状態や能力・適性
等が多様な児童生徒が在籍し、一人一人に応じた指導や配慮が特に必要であるため、公立義
務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭和33年法律第116号）（以下
「義務標準法」という。）及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する
法律（昭和36年法律第188号）（以下「高校標準法」という。）に基づき、学級編制や教職
員定数について特別の配慮がなされている。
・学級編制
　１学級の児童生徒数の標準については、数次の改善を経て、現在、公立特別支援学校
では、小・中学部６人、高等部８人（いわゆる重複障害学級にあってはいずれも３人）、
公立小・中学校の特別支援学級では８人となっている。
・教職員定数
　公立の特別支援学校における児童生徒数が増加していることや障害が重度・重複化して
いることに鑑み、大規模校における教頭あるいは養護教諭等の複数配置や、教育相談担当・
生徒指導担当・進路指導担当及び自立活動担当教師の配置が可能な定数措置を講じている。
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　平成23（2011）年４月の義務標準法の一部改正では、通常の学級に在籍する障害のある児
童生徒を対象とした通級による指導の充実など特別支援教育に関する加配事由が拡大された。
　また、平成29（2017）年３月の義務標準法の一部改正により、平成29年度から公立小・中
学校における通級による指導など特別な指導への対応のため、10年間で対象児童生徒数に応
じた定数措置（基礎定数化）を行うこととしている。この他、特別支援学校のセンター的機
能強化のための教員配置など、特別支援教育の充実に対応するための加配定数の措置を講
じており、高等学校における通級による指導の制度化に伴い、平成30（2018）年３月に高校
標準法施行令を改正し、公立高等学校における通級による指導のための加配定数措置を可
能とした。

④　教職員の専門性の確保
　特別支援教育担当教師の養成は、現在、主として大学の特別支援教育関係の課程等におい
て行われている。また、幼稚園、小・中学校及び高等学校の教員養成においても、教職に関す
る科目において、「障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程」について取
り扱うこととしているほか、特別支援教育について学ぶ科目を開設している大学もある。また、
平成29（2017）年11月に教育職員免許法施行規則の改正を行い、教職課程において「特別の
支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解」を新たに独立した事項として設け、平成
31（2019）年４月以降に入学する者については１単位以上修得することを定めた。
　また、教職員の資質向上を図るため、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所におい
ては、特別支援教育関係の教職員等に対する研修や講義配信を行っているほか、独立行政
法人教職員支援機構（平成29年４月に「独立行政法人教員研修センター」から名称変更）
においても、各地域の中心的な役割を担う教職員を育成する学校経営研修において、特別
支援教育に関する内容を盛り込んでいる。さらに、都道府県等教育委員会においては、小
学校等の教師等の初任者研修や中堅教諭等資質向上研修においても、特別支援教育に関す
る内容を盛り込んでいる。この他、放送大学において、現職教師を主な対象とした特別支
援学校教諭免許状取得のための科目が開講されている。
　また、教員免許更新制における免許状更新講習においても、必修領域の事項の一つであ
る「子どもの発達に関する脳科学、心理学等における最新の知見（特別支援教育に関する
ものを含む。）」の中で特別支援教育に関する内容を扱うことが規定されている。
⑤　免許制度の改善
　平成19（2007）年度より、従来、盲学校・聾学校・養護学校ごとに分けられていた教諭
の免許状が、特別支援学校の教諭の免許状に一本化されている。同時に、特別支援学校教
諭免許状の取得のためには、様々な障害についての基礎的な知識・理解と同時に、特定の
障害についての専門性を確保することとなっている。また、大学などにおける特別支援教
育に関する科目の修得状況などに応じ、教授可能な障害の種別（例えば「視覚障害者に関
する教育」の領域など）を定めて授与することとしている。
　ただし、特別支援学校教諭免許状については、教育職員免許法（昭和24年法律第147号）
上、当分の間、幼・小・中・高等学校の免許状のみで特別支援学校の教師となることが可
能とされているが、専門性確保の観点から保有率を向上させることが必要である。
　特別支援学校の教師の特別支援学校教諭等免許状の保有率は、全体で77.7％（平成29
（2017）年５月１日現在）であり、全体として前年度と比べ1.9ポイント増加しているが、
特別支援教育に関する教師の専門性の向上が一層求められている中で、専門の免許状等の
保有率の向上は喫緊の課題となっている。このため、各都道府県教育委員会等において教
師の採用、配置、現職教師の特別支援学校教諭等免許状取得等の措置を総合的に講じてい
くことが必要であることから、文部科学省において、特別支援学校教諭等免許状の取得に
資する取組や特別支援学校教員等に対する専門的な研究を実施した。
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イ　学校施設のバリアフリー化
　文部科学省では、学校施設の整備について、障害のある幼児児童生徒が支障なく学校生活
を送るために障害の種類や程度に応じたきめ細かな配慮を行うよう、学校種ごとの学校施設
整備指針において、施設の計画・設計上の留意点を示している。このほか、学校施設のバリ
アフリー化に関する基本的な考え方や計画・設計上の留意点を示した「学校施設バリアフリー
化推進指針」を策定するとともに、具体的な取組を事例集として取りまとめている。また、
報告書「災害に強い学校施設の在り方について～津波対策及び避難所としての防災機能の強
化～」では、災害時に避難所となる学校施設におけるバリアフリー化の必要性について示し
ている。これらの指針や事例集等は、地方公共団体等に配布するとともに、研修会等を通じ
て普及啓発に努めている。
　さらに、学校施設におけるバリアフリー化の取組に対する支援の一つとして、エレベーター
やスロープなどのバリアフリー化に関する施設整備について国庫補助を行っている。
　また、私立の特別支援学校並びに小・中学校の特別支援学級において、障害に適応した教
育を実施する上で必要とする設備の整備を学校法人が行う場合に、国がその一部を補助して
いる。補助対象となる設備には、立体コピー設備、FM等補聴設備、VOCA（音声表出コミュ
ニケーション支援装置）、携帯用防犯ベル、スクールバスなどがある。
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　文部科学省では、障害者の権利に関する条約等を踏まえ、障害のある子供と障害のない子供が可
能な限り同じ場で共に学ぶことができるようにしつつ、一人一人の教育的ニーズに応じた指導を提
供できる、多様で柔軟な学びの場の整備を進めてきた。
　こうした学びの場の一つに、「通級による指導」という指導形態がある。
　「通級による指導」とは、学校教育法施行規則第140条に基づき、通常の学級に在籍する障害のあ
る児童生徒に対して、ほとんどの授業を通常の学級で行いながら、一部の授業について、障害に基
づく種々の困難の改善・克服に必要な指導を特別の教育課程を編成して特別の場で行う教育形態で
あり、対象とする障害の種類は言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、LD、ADHD、肢体不
自由及び病弱・身体虚弱である。
　通級による指導の内容は、障害による学習上又は生活上の困難を改善し、又は克服することを目
的とする、特別支援学校の自立活動（※）に相当する活動であり、特に必要があるときは、障害の状態
に応じて各教科の内容を取り扱いながら行えることとなっている。具体的には、弱視の児童生徒に
対しては、主として視覚認知、目と手の協応、視覚補助具の活用等の指導が、ADHDの児童生徒に
対しては、刺激を調整し、注意力を高める指導や、ソーシャルスキルトレーニング等が考えられる。
　※ 個々の児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技
能、態度及び習慣を養い、もって心身の調和的発達の基盤を培う指導。

第３章第１節　１．特別支援教育の充実 ／文部科学省

～障害のある子供の多様な学びの場の整備を目指して～
高等学校における通級による指導の開始

注： 「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施
行規則に規定（併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明示：平成17年度以前は主に「情緒障害」
の通級指導教室にて対応）
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　小・中学校においては、平成５（1993）年に通級による指導が制度化されて以来、平成29（2017）
年５月１日現在、全国で約11万人が通級による指導を受けているが、通級による指導を受ける児童
生徒数は年々増加しており、平成19（2007）年比で2.4倍となっている。

　一方、高等学校では、障害のある生徒に対する指導や支援は、通常の授業の範囲内での配慮や学
校設定教科・科目等により実施されており、特別の教育課程を編成して、通級による指導を実施す
ることは可能となっていなかった。
　平成21（2009）年８月には、特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議に置かれた高等学
校ワーキング・グループが取りまとめた「高等学校における特別支援教育の推進について（報告）」
において、高等学校における通級による指導についての将来の制度化を視野に入れた種々の実践を
進める必要性などが示された。その後も、平成24（2012）年７月に中央教育審議会初等中等教育分
科会が取りまとめた「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援
教育の推進（報告）」等において、高等学校で自立活動等の指導を可能とするための検討の必要性
が指摘された。
　また、文部科学省では、平成26（2014）年度以降、教育課程の編成・実施や指導方法の工夫・改
善について研究開発を行う「高等学校における個々の能力・才能を伸ばす特別支援教育充実事業」
を実施し、その研究成果として、高等学校における通級による指導を実施するためには、教育委員
会においては特別支援教育課と高校教育課との連携、高等学校においては特別支援教育に対する全
職員の理解と指導力向上が重要であることがわかった。
　こうした調査研究を実施するとともに、文部科学省において引き続き制度の検討を重ね、平成28
（2016）年３月には、高等学校における特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議が取りま
とめた「高等学校における通級による指導の制度化及び充実方策について（報告）」において、高
等学校における通級による指導の制度化が提言された。
　このような状況を踏まえ、平成28年12月に学校教育法施行規則等の改正を行い、平成30（2018）
年度より、高等学校において通級による指導が導入されることとなった。
　平成29年度は、翌年度からの制度化に向け、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所において、
通級による指導に関わる指導的立場にある教職員を対象とした行政説明や講義、研究協議等を行う
研修会など、各都道府県等における準備を促す取組を実施した。
　また、各都道府県等の高等学校における通級による指導の実施予定に関する調査を文部科学省に
おいて実施したところ、平成30年度には45都道府県と５指定都市の高等学校等において開始される
ことが明らかとなった。
　引き続き、必要な生徒が通級による指導を受けられるよう、文部科学省において、
　・公立高等学校における通級による指導のための教員定数の加配措置
　・ 発達障害に関する通級による指導の担当教師に対する研修体制や必要な指導方法に関する調査
研究

　・ 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所における各都道府県等の指導的立場にある教職員等
を対象とした研修

などの取組を行っていく。
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ウ　専門機関の機能の充実と多様化
①　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所は、我が国における特別支援教育のナショナ
ルセンターとして、国の政策課題や教育現場等の喫緊の課題等に対応した研究活動を核と
して、各都道府県等において指導的立場に立つ教職員等を対象に、「特別支援教育専門研修」
や「インクルーシブ教育システムの充実に関わる指導者研究協議会」を実施しているほか、
インターネットを通じて、通常の学級の教師を含め障害のある児童生徒等の教育に携わる
幅広い教師の資質向上の取組を支援するための研修講義の配信や特別支援学校の教師の免
許状保有率の向上に資する免許法認定通信教育を実施している。また、全ての学校を始め
とする関係者に必要かつ有益な情報を提供するため、インターネットを活用し、発達障害
に関する情報提供等を行う「発達障害教育推進センター」、合理的配慮の実践事例の掲載
等を行う ｢インクルーシブ教育システム構築支援データベース｣及び支援機器等教材活用
に関する様々な情報を集約した｢特別支援教育教材ポータルサイト｣などにより情報発信を
行っている。さらに、「研究所セミナー」（東京都）を開催しているほか、「教材・支援機
器等展示会」、「発達障害地域理解啓発事業」（全国４地域）を実施するなど理解啓発活動
も行っている。
　このほか、平成28（2016）年度に「インクルーシブ教育システム推進センター」を設置し、
地域や学校が直面する課題を研究テーマとし、その解決を目指す「地域実践研究」、諸外国
の最新情報の発信やインクルーシブ教育システムの構築に関する相談支援等を通して、地
域や学校における取組を強力にバックアップしている（参照：http://www.nise.go.jp）。
②　特別支援教育センター
　都道府県の特別支援教育センターにおいて、当該都道府県における特別支援教育関係職
員の研修、障害のある子供に係る教育相談、特別支援教育に係る研究・調査等が行われて
いる。
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特別支援教育におけるICTの活用事例について
（「障害のある児童生徒のためのICT活用に関する総合的な研究―学習上の支援機器等教材
の活用事例の収集と整理―」におけるICT活用に関するアンケート調査より）

　独立行政法人国立特別支援教育総合研究所では、平成26（2014）、27（2015）年度において「障
害のある児童生徒のためのICT活用に関する総合的な研究―学習上の支援機器等教材の活用事例の
収集と整理―」を実施し、実践事例の整理・検討を行った。

特別支援学校や通常の学級における活用事例（一部抜粋）

〇 集中したりじっとしていることが苦手な子供に対する大型ディスプレイを使った視覚情報提示
（通常の学級）
　通常の学級での学習に集中して参加することが難しい子供や、衝動性のある子供、姿勢が崩れや
すい子供、問題を読み取ることが難しい子供に対して、大型ディスプレイを活用して視覚的な情報
を提示することで、子供の興味関心を引きつけたり、理解の促進を行ったりする（図１）。
〇 聞こえにくい子供に対するタブレットPCのアプリを使った筆談（通級指導教室）
　難聴のために正確な文言を聞き取ることが難しい子供に対して、タブレットPCの筆談アプリを
使用して、学習に必要な正しい文言を確認する。また、子供の発言が聞き取りにくい場合には、教
師が筆談アプリを使用して確認することもできる（図２）。
〇テレビ電話システムを活用して電話での丁寧な受け答えや指示に応じる学習（特別支援学校）
　距離の離れた二つの教室間での内線電話を利用して、電話での丁寧な受け答えの学習を行ったり、
教師からの指示に従い正しく実行したりする学習を行う際、テレビ会議システムを遠隔モニターと
して用いることによってその様子を観察し評価し合った。遠隔モニターでどのような行動をとって
いるかの情報が共有でき、話合い活動にも生かすことができた（図３）。

○特別支援教育でICTを活用しよう（パンフレット）
　http://www.nise.go.jp/cms/resources/content/12589/20161205-143141.pdf
○障害のある児童生徒のためのICT活用に関する総合的な研究（研究成果報告書）
　http://www.nise.go.jp/cms/7,12446,32,142.html

図２図１ 図３
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